木造住宅の耐震改修
耐震診断の結果、上部構造評点（＝住宅の耐震性を表す指標）が０.７未満と判定された住宅は、大きな地震で倒壊する恐れがあります。甲良町では、耐震診断で評点０.７未満と判定され、評点０.７以上に引き上げる補強案作成後に実施する耐震改修工事や除却工事に対して、補助制度を設けています。※
地震から命と住まいを守るために、まずは耐震診断、そして早めの住まいの耐震化をご検討ください。対象木造住宅の要件および補助内容については、下記のとおりです。
※耐震改修工事と除却工事にあっては、滋賀県木造住宅耐震改修工事施行者登録された者が施行し、対
象経費（工事に必要な設計・監理費も含む。）が500,000円を超えるものに限り、本事業の補助を受けることができます。

・昭和５６年５月３１日以前に着工され、完成していること。

・延べ面積の１／２以上が住宅として使われていること。

・階数が２階以下、延べ床面積が３００㎡以下であること。

・枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法（プレハブ工法）でないこと。
・耐震診断の結果、上部構造評点が０．７未満と診断された住宅であり、改修にあっては評点０．７以上に引き上げられること。

耐震改修工事　：対象経費の80％補助（上限　1,150,000円/戸）
除却工事　　　：対象経費の23％補助（上限　838,000円/戸）

対象経費が1,150,000円を超え、下記要件を満たす場合、割増補助が適用されます。
　主要道路沿い割増：補助上限額　50,000円
　　【要件】
・本補助事業により耐震改修工事又は除却工事を行う住宅であること。
・住宅の敷地が、滋賀県・甲良町の地域防災計画に定める緊急輸送道路、避難路に接すること。
・住宅のいずれかの部分の高さが、その部分から前面の緊急輸送道路、避難路までの距離＋1.5m
を超えること。
高齢者世帯割増：補助上限額　50,000円
　　【要件】
・本補助事業により耐震改修工事又は、除却工事(住宅の建替えを伴うものに限る。)を行う住宅
であること。
・65歳以上の高齢者のみの世帯または65歳以上の高齢者を含む世帯が居住していること。
子育て世帯割増：補助上限額　50,000円
　　【要件】
・本補助事業により耐震改修工事又は、除却工事(住宅の建替えを伴うものに限る。)を行う住宅
であること。
・中学生以下の子を含む世帯が居住していること。
避難経路バリアフリー化割増：対象経費の23％補助（上限　100,000円/戸）

　　【要件】
・本補助事業により耐震改修工事を行う住宅であること。
・耐震改修工事と同時に、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等の改修工事を
行うこと。

甲良町では、ブロック塀等の撤去（一部撤去も含む。）に対しても補助制度を設けています。補助内容および対象ブロック塀等の要件については、下記のとおりです。
ブロック塀等の撤去工事：対象経費の23％補助（上限　100,000円/戸）
【対象ブロック塀等の要件】

・国、地方公共団体その他公的機関が所有するものでなく、コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀及び組積(石、レンガ等)造の塀等に該当すること。
・グリーンベルト沿いにあること。
・高さ60cm以上であること。
・地震等災害時に倒壊するおそれがあること。

名称：甲良町　建設水道課
住所：滋賀県犬上郡甲良町大字在士350番地
TEL：0749-38-5068　FAX:0749-38-5071　E-Mail:kensui@town.koura.lg.jp
対象木造住宅の要件
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